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告 示

島根県告示第458号

次の保安林を解除予定保安林にする旨の通知を受けたから、森林法（昭和26年法律第249号）第30条の規定により告示

する。

平成24年７月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 解除予定保安林の所在場所

浜田市旭町重富842－４、843－３

２ 保安林として指定された目的

水源の涵養
かん

３ 解除の理由

道路用地とするため

島根県告示第459号

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第113条の２第１項第１号の規定により、次の加入区について、平成20年島

根県告示第594号による保険に付すべき義務は、平成24年７月14日限り消滅したので、同条第２項及び漁船損害等補償法

施行規則（昭和27年農林省令第18号）第26条の３の規定により告示する。

平成24年７月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

美保関町加入区

島根県告示第460号

現地調査の結果、廃川敷地等が生じたので、河川法施行令（昭和40年政令第14号）第49条の規定により、次のとおり告

示する。

その関係図面は、島根県土木部河川課及び島根県益田県土整備事務所に備え置いて縦覧に供する。

平成24年７月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 河川の名称

一級河川高津川水系匹見川

２ 廃川敷地等が生じた年月日

平成24年７月27日

３ 廃川敷地等の位置

益田市長沢町ロ1110番10地先から同町ロ1115番２地先まで

４ 廃川敷地等の種類及び数量

土地 1,140.36平方メートル

島根県告示第461号
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建築基準法（昭和25年法律第201号）第42条第１項第５号の規定により、次のとおり道路の位置を指定したので、建築

基準法施行規則（昭和25年建設省令第40号）第10条の規定により告示する。

平成24年７月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 道路の位置

江津市和木町420番３、420番４、420番６の一部

２ 道路の幅員

4.00メートル

３ 道路の延長

24.460メートル

４ 位置標示方法

別紙図面図示位置に、側溝、プレート、鋲及び地先ブロックにより標示する。

５ 指定の年月日及び番号

平成24年７月19日 第１号

備考

別紙図面は、浜田県土整備事務所及び江津市役所に備えて一般の縦覧に供する。

公 告

土地改良法（昭和24年法律第195号）第89条の２第３項の規定において準用する同法第53条の２の３第１項の規定によ

り、県営土地改良事業大塚地区において樹立する換地計画に関し、次の従前の土地は、地積を特に減じて換地を定め、又

は換地を定めない土地として指定したので、同条第２項において準用する同法第53条の２第３項の規定により公告する。

平成24年７月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 従前の土地の表示

⑴ 地積を特に減じて換地を定める土地

特に減ずる地
地積（平方メ

所 在 地 番 地 目 積（平方メー 摘 要
ートル）

トル）

安来市大塚町市頭 84 田 1,216 45.87

安来市大塚町池渕 780 田 1,150 178.72

安来市大塚町松實 1602－１ 田 1,004 398.74

安来市大塚町町後 406－２ 田 1,213 116.89

安来市大塚町馬籠 1812－１ 田 604 125

安来市大塚町町後 445－１ 田 1,193 132.36

安来市大塚町町後 415 田 1,203 291.39

安来市鳥木町井手ノ上 211 田 2,555 343.14

安来市鳥木町林先 289 田 2,456 92.64

安来市大塚町松實 1556－２ 田 1,153 43.49

安来市大塚町松實 1613－１ 田 1,067 402.4

安来市大塚町松實 1624－２ 田 991 395.57
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安来市大塚町古市 1404－４ 田 1,021 694.92

安来市大塚町町後 404－１ 田 1,223 108.48

安来市大塚町服部 48－１ 田 842 55.11

安来市大塚町古市 1429－１ 田 876 63.56

安来市大塚町古市 1414－２ 田 1,203 935.46

安来市大塚町古市 1408－２ 田 1,114 102.94

安来市大塚町市頭 159 田 1,190 184.75

安来市大塚町町後 443－２ 田 561 21.16

安来市大塚町古市 1538－２ 田 925 34.89

安来市鳥木町松本 75－２ 田 1,031 101.43

安来市鳥木町松本 76－２ 田 1,292 48.73

安来市大塚町川西 687－１ 田 871 410.70

安来市大塚町池渕 875－２ 田 1,094 460.79

安来市大塚町七反田 668－３ 田 1,097 41.38

安来市大塚町市頭 127 田 1,213 212.85

安来市大塚町池渕 798－１ 田 1,323 473.80

安来市大塚町池渕 812 田 3,600 207.42

安来市大塚町七反田 612 田 1,259 196.71

安来市大塚町市頭 150 田 1,223 145.68

安来市大塚町古市 1410－３ 田 1,120 865.98

安来市大塚町古市 1431－６ 田 1,044 143.86

安来市大塚町市頭 136－２ 田 446 16.82

安来市大塚町川子 2278 田 2,561 202.29

安来市大塚町川子 2307－１ 田 606 35.08

安来市大塚町大谷 2097－２ 田 1,973 392.44

安来市大塚町町後 466－１ 田 1,175 276.22

安来市大塚町古市 1537 田 2,588 311.95

安来市大塚町古市 1395－３ 田 59 2.23

安来市大塚町市頭 101 田 1,209 104.18

安来市大塚町市頭 92 田 1,213 491.42

安来市大塚町町後 416－１ 田 1,196 68.05

安来市大塚町市頭 83 田 1,216 133.98

安来市大塚町市頭 138 田 1,259 250.42

安来市大塚町市頭 160－３ 田 502 109.62

安来市大塚町市頭 87 田 1,209 172.98

安来市大塚町上徳 494－１ 田 1,203 372.52

安来市大塚町茶屋 564－２ 田 1,153 698.01

安来市大塚町上徳 512－２ 田 1,200 306.06

安来市鳥木町松本 51－２ 田 1,034 282.52

安来市鳥木町井手ノ上 249－１ 田 661 344.99

安来市鳥木町井手ノ上 208 田 1,629 256.50

安来市鳥木町松本 52－１ 田 1,110 493.79
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第2,413号 島 根 県 報 平成24年７月27日

安来市鳥木町松本 76－１ 田 1,239 629.19

安来市鳥木町松本 73－１ 田 1,120 573.69

安来市鳥木町松本 59－２ 田 1,100 82.23

安来市鳥木町井手ノ上 213 田 2,469 371.66

安来市大塚町市頭 146 田 1,193 124.66

安来市大塚町七反田 667－１ 田 1,000 69.14

安来市大塚町町後 422 田 1,216 45.87

安来市大塚町町後 432－１ 田 1,203 371.43

安来市大塚町町後 427－４ 田 1,153 218.93

安来市大塚町市頭 161 田 1,223 311.61

安来市大塚町川西 710－１ 田 1,137 303.91

安来市大塚町服部 25－１ 田 864 53.60

安来市大塚町服部 51 田 1,057 220.47

安来市鳥木町松本 51－１ 田 1,114 276.22

安来市鳥木町井手ノ上 254－３ 田 1,190 643.05

安来市鳥木町松本 36－１ 田 1,190 105.84

安来市鳥木町林先 263 田 1,953 180.23

安来市鳥木町松本 50－１ 田 1,110 83.74

安来市大塚町池渕 869－５ 田 763 61.56

安来市大塚町古市 1517 田 4,393 604.35

安来市大塚町上徳 523－４ 田 1,203 101.54

安来市大塚町古市 1381－１ 田 1,239 331.52

安来市大塚町馬籠 1837－１ 田 836 274.56

安来市大塚町松實 1667－２ 田 1,355 267.66

安来市大塚町松實 1689－３ 田 1,388 275.39

安来市大塚町八脇谷 1934－２ 田 1,705 253.55

安来市大塚町馬籠 1814－３ 田 737 164.50

安来市大塚町川子 2274－１ 田 2,105 381.69

安来市大塚町馬籠 1833－３ 田 747 90.72

安来市大塚町川子 2235 田 2,168 340.61

安来市大塚町川子 1899－１ 田 257 53.68

安来市大塚町古市 1401－１ 田 1,110 86.61

安来市大塚町古市 1374－１ 田 1,358 491.49

安来市大塚町八脇谷 1951－２ 田 1,397 52.69

安来市大塚町上徳 538－２ 田 1,200 644.45

安来市大塚町川子 2236 田 826 166.99

安来市大塚町上徳 517－１ 田 866 471.50

安来市大塚町服部 73－１ 田 323 12.18

安来市大塚町古市 1380－１ 田 1,247 263.63

安来市大塚町市頭 160－１ 田 357 13.47

安来市鳥木町林先 288 田 1,276 515.26

安来市大塚町馬籠 1888－１ 田 803 107.43
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第2,413号 島 根 県 報 平成24年７月27日

安来市大塚町馬籠 1812－２ 田 1,504 221.45

安来市大塚町川子 2302－１ 田 413 17.43

安来市大塚町馬籠 1797－１ 田 1,197 98.75

安来市大塚町大谷 2101 田 1,064 75.67

安来市大塚町川子 2293－３ 田 469 17.69

安来市大塚町掛川 2181 田 2,968 203.46

安来市大塚町掛川 2157 田 1,352 444.54

安来市大塚町七反田 666－４ 田 1,097 145.98

安来市大塚町上徳 499－１ 田 1,200 548.68

安来市大塚町茶屋 552－２ 田 1,153 398.97

安来市大塚町茶屋 550－２ 田 1,153 406.02

安来市大塚町服部 ７－１ 田 1,067 132.96

安来市大塚町服部 12－１ 田 697 42.36

安来市大塚町町後 477－１ 田 1,104 270.19

安来市大塚町茶屋 565－２ 田 1,153 254.54

安来市大塚町茶屋 545－４ 田 1,213 532.95

安来市大塚町七反田 608－１ 田 997 37.61

安来市大塚町市頭 112 田 1,213 221.27

安来市大塚町服部 69 田 1,219 326.51

安来市大塚町大谷 2057 田 1,104 151.76

安来市大塚町池渕 786－１ 田 2,188 82.53

安来市大塚町古市 1376－２ 田 1,753 443.44

安来市大塚町町後 431－１ 田 1,408 481.01

安来市大塚町町後 473－１ 田 1,157 268.26

安来市大塚町上徳 541－１ 田 1,444 298.29

安来市大塚町町後 467－４ 田 1,200 196.82

安来市大塚町町後 469－１ 田 1,182 529.25

安来市大塚町上徳 523－１ 田 1,196 274.68

安来市大塚町上徳 530－１ 田 1,200 554.79

安来市大塚町古市 1456 田 2,337 395.53

安来市大塚町古市 1398－２ 田 740 33.68

安来市大塚町松實 1552－１ 田 784 29.57

安来市大塚町松實 1563－１ 田 1,064 329.67

安来市大塚町古市 1541 田 1,011 777.11

安来市大塚町松實 1631－３ 田 1,064 347.21

安来市大塚町松實 1632－３ 田 1,107 292.19

安来市大塚町松實 1637－１ 田 490 56.09

安来市大塚町松實 1666－１ 田 1,031 109.05

安来市大塚町松實 1689－２ 田 730 107.62

安来市大塚町松實 1672－２ 田 833 327.52

安来市大塚町馬籠 1801 田 1,616 423.12

安来市大塚町掛川 2168－４ 田 1,940 116.93
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第2,413号 島 根 県 報 平成24年７月27日

安来市大塚町八脇谷 1899－５ 田 1,636 209.16

安来市大塚町松實 1639－３ 田 1,071 438.61

安来市大塚町大谷 2058－１ 田 585 103.35

安来市大塚町川子 2252 田 2,380 208.29

安来市大塚町掛川 2173－１ 田 3,976 149.98

安来市大塚町馬籠 1828－１ 田 479 22.78

安来市大塚町古市 1387－１ 田 1,117 50.21

安来市鳥木町松本 48－２ 田 1,110 113.71

安来市大塚町七反田 613－１ 田 1,129 168.50

安来市大塚町七反田 670－３ 田 1,097 128.85

安来市大塚町町後 442 田 1,216 122.59

安来市大塚町町後 461－１ 田 1,200 264.53

安来市大塚町服部 53 田 218 8.22

安来市大塚町服部 61 田 1,309 435.93

安来市大塚町川子 2275－２ 田 1,200 120.63

安来市伯太町西母里 1622－１ 田 1,460 55.07

安来市大塚町七反田 620－３ 田 1,033 81.40

安来市大塚町市頭 85 田 1,239 268.08

安来市大塚町松實 1677－８ 田 3,183 125.42

安来市大塚町服部 42－１ 田 647 168.53

安来市大塚町池渕 719 田 2,687 360.45

安来市大塚町服部 45 田 1,011 38.14

安来市大塚町服部 11－１ 田 1,253 47.26

安来市大塚町町後 413 田 1,216 79.89

安来市大塚町七反田 664－７ 田 94 3.55

安来市大塚町上徳 514－１ 田 1,206 680.21

安来市大塚町茶屋 1365 田 1,319 655.95

安来市大塚町大谷 2059 田 3,368 405.98

安来市大塚町七反田 669－６ 田 511 19.28

安来市大塚町古市 1383－３ 田 1,054 508.88

安来市大塚町古市 1388－４ 田 54 2.04

２ 指定年月日

平成24年５月11日

計量法（平成４年法律第51号）第19条の規定により、特定計量器の定期検査を次のとおり実施するので、同法第21条第

２項の規定により公告する。

平成24年７月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 定期検査の対象となる特定計量器

計量法施行令（平成５年政令第329号）第10条第１項第１号の非自動はかり（同令第５条第１号又は第２号に掲げる

ものを除く。）、分銅及びおもり
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第2,413号 島 根 県 報 平成24年７月27日

２ 実施する定期検査

⑴ 特定計量器検定検査規則（平成５年通商産業省令第70号）第39条第１項第１号又は第３号の規定に該当する特定計

量器の検査

検 査 期 日 検 査 場 所 検 査 区 域

11月26日から12月27日まで 特定計量器の所在の場所 大田市、川本町、美郷町

備考 この検査を受けようとする者は、特定計量器検定検査規則第39条第２項の規定による所在場所定期検査申請書

を提出すること。

⑵ 特定計量器検定検査規則第39条第１項第２号、第４号又は第５号の規定に該当する特定計量器の検査

検 査 期 日 検 査 場 所 検 査 区 域

９月３日から11月22日まで 特定計量器の所在の場所 大田市、川本町、美郷町

備考 この検査を受けようとする者は、特定計量器検定検査規則第39条第２項の規定による所在場所定期検査申請書

を提出すること。

⑶ ⑴又は⑵に該当しない特定計量器の検査

市 町 村 検 査 期 日 検 査 時 間 検 査 場 所

大田市 ９月４日 10時から16時まで 大田市役所

９月５日 10時から15時30分まで

９月６日 10時から15時まで

９月７日 ９時30分から14時30分まで

９月10日 10時30分から15時30分まで

９月11日 10時から16時まで

９月12日 ９時30分から16時まで

９月13日 10時から15時30分まで

９月14日 10時から12時まで

美郷町 ９月25日 11時から15時30分まで 美郷町役場

９月26日 10時から15時30分まで

９月27日 10時から10時30分まで

川本町 10月２日 13時30分から16時まで 川本町役場

10月３日 10時から12時まで

備考 受付時間は、上記検査時間のうち12時から13時までの間を除く時間とする。

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により、公共測量の実施について国

土交通大臣から次のとおり通知を受けたので、同法第39条において準用する同法第14条第３項の規定により公告する。

平成24年７月27日

島根県知事 溝 口 善兵衛

１ 作業種類

公共測量（補助基準点測量）

２ 作業期間

平成24年９月１日から平成25年３月31日まで

３ 作業地域

浜田市
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特 定 調 達 公 告

次のとおり一般競争入札に付すので、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の６第１項及び地方公共団体

の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第372号）第６条の規定により公告する。

平成24年７月27日

島根県立中央病院 病院長 中 山 健 吾

１ 入札の概要

⑴ 調達案件

手術用モバイル型Ｃアーム 一式

⑵ 調達案件の仕様

入札説明書による。

⑶ 納入期限

平成24年12月26日

⑷ 納入場所

島根県出雲市姫原四丁目１番地１ 島根県立中央病院

⑸ 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未

満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）を落札価格とするので、入札者は、消費税及び地

方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積った契約金額の105分の100に相当する金額を

入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

⑴ 地方自治法施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。

⑵ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定する暴力団員（以下

「暴力団員」という。）又は同条第２号に規定する暴力団員若しくは暴力団員と密接な関係を有する者を経営に関与

させている者でないこと。

⑶ 物品の売買、借入れ等に係る入札参加資格審査要綱（昭和45年島根県告示第４号）第４条の規定により、入札参加

資格の認定を受け、入札参加資格者名簿の営業種目の大分類「４ 機械器具類」、中分類「⑴ 医療機器」に登録さ

れた者であること。

⑷ ⑶の入札参加資格の認定を受けた者のうち、指名停止の措置を受け、入札日においてその措置の期間が継続中の者

でないこと。

⑸ 島根県物品調達及び庁舎管理等に係る暴力団排除措置要綱に基づき、入札等排除措置対象者に指定され、当該状態

が継続中の者でないこと。

⑹ 薬事法（昭和35年法律第145号）の規定に基づき医療機器等の販売業の許可を受けた者であること。

⑺ 本公告に示した調達案件を十分に納入することができることを証明した者であること。

３ 入札書の提出場所等

⑴ 入札説明書の交付場所及び問合せ先

〒693－8555 島根県出雲市姫原四丁目１番地１

島根県立中央病院事務局経営部業務グループ

電話0853－30－6431 ＦＡＸ0853－21－2975

⑵ 入札説明書の交付期間及び交付方法

平成24年７月27日から８月１日までの間（土曜、日曜及び祝日を除く。）、⑴の場所において交付する（交付時間
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は、午前９時から午後５時までとする。）。

なお、希望する者には、交付期間中に電子ファイルを電子メールに添付して入札説明書を交付するので、法人名

（法人のみ）、担当部課名、担当者名、電話番号及び返信先電子メールアドレスを明記して⑴の問合せ先まで申し込

むこと。

⑶ 入札説明会

実施しない。

⑷ 書類の提出

本件入札に参加する者は、入札説明書に掲げる書類を次のとおり提出すること。

ア 提出期限

平成24年８月７日 午後５時

イ 提出方法

持参又は郵送

ウ 提出場所

⑴の問合せ先

⑸ 入札書の提出

入札参加資格を満たし、基礎審査を通過した者は、次のとおり入札書を提出すること。

ア 提出期限

平成24年８月10日 午前10時00分

イ 提出方法

持参又は郵送。ただし、郵送の場合は、平成24年８月10日午前９時までに到着していること。

ウ 提出場所

平成24年８月10日午前10時までは⑴の問合せ先とし、それ以降は⑹イの場所とする。

⑹ 開札の日時及び場所

ア 日時

平成24年８月10日 午前10時00分

イ 場所

島根県立中央病院 ２階 会議室２

４ その他

⑴ 契約手続に使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

⑵ 入札保証金

入札者が見積った契約金額の100分の５以上を納付すること。ただし、島根県病院局財務規程（平成19年島根県病

院局管理規程第９号）第94条各号のいずれかに該当する場合は、免除する。

⑶ 契約保証金

契約金額の100分の10以上を納付すること。ただし、島根県病院局財務規程第117条各号のいずれかに該当する場合

は免除する。

⑷ 入札者に要求される事項

この入札に参加を希望する者は、入札説明書に示す入札参加資格確認申請書を提出し、入札参加資格の確認を受け

なければならない。

⑸ 入札の無効

この公告に示した入札参加資格のない者が入札をしたときその他島根県病院局財務規程第98条各号のいずれかに該

当するときは、当該入札者の入札は無効とする。
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⑹ 契約書作成の要否

要する。

⑺ 落札者の決定方法

島根県病院局財務規程第96条の規定により定められた予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入

札者を落札者とする。

⑻ その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

⑴ Nature and quantity of the Products to be purchased：Mobile Type C-Arm for Operation

⑵ Desired Date of Delivery：December 26 2012

⑶ Place of Delivery：Shimane Prefectural Central Hospital, ４－１－１ Himebara, Izumo-shi,

Shimane-ken, 693－8555, Japan.

⑷ Bid Tendering Date and Time：10:00 AM August 10 2012

⑸ Information regarding Tender：Shimane Prefectural Central Hospital, ４－１－１ Himebara, Izumo-shi,

Shimane-ken, 693－8555, Japan. Tel 0853－30－6431
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